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平成25年10月30日

（照会先）

健康局結核感染症課

溝口・有村（内線：２９２９）
（代表）　０３－５２５３－１１１１

予防接種・ワクチン分科会参考人の募集について

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会参考人を募集します

【公募目的】

　厚生労働省では、予防接種に関する施策を議論、調査審議するため、「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会」を設置しています。


　今般、予防接種に関する一般国民や被接種者の意見や提案について、施策に活かすことを目的に、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の参考人に
ついて公募致します。




【募集期間】


　　　平成２５年１０月３０日（水）～１１月１８日（月）まで（当日消印有効）




【応募資格・条件】

（１）被接種者又は保護者の立場から、特定のワクチン・領域に偏ることなく、広く予防接種施策全般について発言できる方


（２）予防接種に対して深い関心を持ち、公平・公正かつ積極的に議事に参加できる方

（３）日本国内に在住する２０歳以上の方


（４）議事録に氏名や発言が記録され、ＨＰ等により公開されることについて、承諾できる方

（５）２５年度内の平日に開催される会議に参加することが可能な方


　　　ただし、ワクチン製造販売業者・卸売販売業者関係の方は応募できません。




【募集人数】

１名程度




【旅費・報酬】


分科会に出席された場合、規定により旅費と報酬をお支払いいたします。




【応募方法等】

（１）提出書類

・「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会公募参考人応募用紙」


郵便番号、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、電話番号・FAX番号、略歴（職業）、応募動機、自己ＰＲについて簡潔に明記してください。

・小論文


テーマ「予防接種に関する私の考え方について」、６００字以内（ワープロ文字に限る。）の小論文をまとめ、提出してください。




（２）提出期限等

・提出期限


平成２５年１１月１８日（月）１７時（必着）

・提出先・問い合わせ先


　　　　　　〒１００－８９１６　　

　　　　　　　東京都千代田区霞が関１－２－２　　


　　　　　　　厚生労働省健康局結核感染症課予防接種室調査管理係　溝口・有村

　　　　　　　ＴＥＬ　０３－５２５３－１１１１（内２９２９）


　　　　　　　ＦＡＸ　０３－３５８１－６２５１

（３）提出方法


提出期限までに郵送にて１部提出してください。

（４）提出に当たっての留意事項


・応募書類等の作成及び提出に関する費用は申請者の負担とします。

・応募資格が満たされていないもの、虚偽記載等があった場合は無効とします。


・提出書類は返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

（５）選考スケジュール


　・募集期間　平成２５年１０月３０日（水）～１１月１８日（月）

　・選考委員会（面接選考）　１２月初旬


　・選考結果の発表　　　　　１２月初旬

　・第３回予防接種・ワクチン分科会の開催　１２月中旬（予定）




【選考方法・結果】


（１）応募申込書及び添付書類について、選考検討会で選考基準に基づく書類選考の後、選考検討会で面接を行い、決定します。

書類選考の結果については、１１月２８日（木）までに面接選考に進んでいただく方のみ、面接時間・会場等について個別に御連絡します。


（２）選考結果については、応募者に通知します。




【その他】

選任された方には、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会参加規程に基づき、利益相反に係る申告書を提出願います。





応募用紙（PDF：83KB）


小論文用紙（Word：19KB）

https://www.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000028145.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000028146.docx
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〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表）
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